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き
ま
す

◉
　

利
用
証
の
申
請
は
、申
請
書
を

申
請
窓
口
で
あ
る
県
庁
ま
た
は
県

の
各
保
健
福
祉
事
務
所（
地
域
事

務
所
）に
持
参（
県
庁
の
み
郵
送
申

請
も
可
能
）に
よ
り
申
請
で
き
ま

す※
申
請
書
は
、申
請
窓
口
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す

※
詳
し
い
交
付
対
象
者
の
基
準
や

対
象
区
画
が
設
置
さ
れ
て
い
る
協

力
施
設
は
、県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
で
き
ま
す県

保
健
福
祉
部
社

会
福
祉
課（
地
域
福
祉
推
進
班
）
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地
域
の
皆
さ
ん
が
教
育
活
動
を

見
学
で
き
る
学
校
公
開
を
実
施
し

ま
す
。

11
月
12
日（
月
）〜
16
日
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創
業
に
関
す
る
基
本
、資
金
調

達
、相
談
な
ど
、事
業
を
始
め
る
皆

さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

信
用
保
証
協
会
は
、中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
の
皆
さ
ん
が
、事

業
に
必
要
な
資
金
を
金
融
機
関
か

ら
借
り
る
と
き
に
保
証
人
に
な

り
、お
金
を
借
り
や
す
く
な
る
よ

う
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

を
営
ん
で
い
る
、ま
た
は
こ
れ
か

ら
営
む
人

（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
３
時
20
分

登
米
総
合
産
業
高

等
学
校（
担
当
＝
髙
橋
・
熱
海
）
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公
共
下
水
道（
迫
処
理
区
）の
都

市
計
画
決
定
の
変
更
案（
雨
水
施

設
の
見
直
し
）に
つ
い
て
市
民
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
５
日（
月
）午
後
７
時

か
ら

迫
公
民
館（
大
会
議
室
）

建
設
部
下
水
道
課

（
施
設
整
備
係
）

　
「
ゆ
ず
り
あ
い
駐
車
場
利
用
制

度
」は
、公
共
施
設
や
商
業
施
設
な

ど
の
障
が
い
者
用
駐
車
区
画
に
、

要
介
護
認
定
の
人
、妊
産
婦
、怪
我

で
歩
行
困
難
な
人
な
ど
も
利
用
で

き
る
よ
う
に
、宮
城
県
が
利
用
証

を
交
付
す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
に
な
る
駐
車
区
画
を
利
用

す
る
際
は
、車
内
に
利
用
証
を
掲

示
し
ま
す
。

◉

　
　
　

　

障
が
い
者
や
要
介
護
認
定
の

人
、妊
産
婦
、怪
我
な
ど（
基
準
に

該
当
す
る
人
）で
歩
行
が
困
難
な

人◉
　

市
内
で
は
、次
の
公
共
施
設
で

利
用
で
き
ま
す（
９
月
30
日
現
在
）。

▼
市
役
所
迫
庁
舎
▼
市
防
災
セ
ン

タ
ー
▼
市
役
所
中
田
庁
舎
▼
中
田

保
健
福
祉
会
館
▼
市
役
所
南
方
庁

舎
▼
中
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
▼
登
米
総
合
支
所
▼
中
田
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
▼
米
山
総
合
支

所
▼
石
ﾉ
森
章
太
郎
ふ
る
さ
と
記

念
館
▼
石
越
総
合
支
所
▼
中
田
農

産
物
直
売
所
▼
津
山
総
合
支
所

※
市
外
で
も
、対
象
区
画
と
し
て

標
示
し
て
い
る
駐
車
場
で
利
用
で

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

宮
城
県
信
用
保
証

協
会
大
崎
支
店（
大
崎
市
古
川
東

町
５
―
46
）
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11
月
９
〜
15
日
は
、秋
の
火
災

予
防
運
動
期
間
で
す
。空
気
が
乾

燥
し
て
い
る
中
、ス
ト
ー
ブ
な
ど

の
暖
房
器
具
を
使
う
機
会
が
増

え
、火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り

ま
す
。意
識
を
高
め
、火
災
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。

◉
　

火
災
件
数
31
件
の
う
ち
建
物
火

災
15
件（
９
月
30
日
現
在
）

◉▼
灰
皿
に
は
水
を
張
る
▼
ガ
ス
こ

ん
ろ
な
ど
を
離
れ
る
と
き
は
、必

ず
火
を
消
す
▼
放
火
対
策
の
た

め
、家
の
周
り
を
整
理
整
頓
す
る

▼
住
宅
に
は
住
宅
用
火
災
警
報
器

や
家
庭
用
消
火
器
を
設
置
す
る

◉
　

万
が
一
の
と
き
に
、火
災
警
報

器
が
正
し
く
作
動
す
る
よ
う
定
期

的
に
手
入
れ
を
し
ま
し
ょ
う
。ま

た
、警
報
器
は
１
個
だ
け
で
は
不

十
分
で
す
。台
所
、寝
室
、階
段
の

天
井
面
に
取
り
付
け
る
こ
と
で
、

安
心
し
て
生
活
で
き
ま
す

　

月
に
１
度
、作
動
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。製
品
に
よ
っ
て
、ボ
タ
ン

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、年
金
相

談
や
年
金
請
求
手
続
き
に
つ
い

て
、「
事
前
予
約
」を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。待
ち
時
間
の
少
な
い「
予

約
相
談
」を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※
予
約
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前

か
ら
前
日
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま

す

※
申
し
込
み
の
際
は
、基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の（
年
金
手
帳

や
年
金
証
書
な
ど
）を
用
意
し
て

く
だ
さ
い

　

予
約
方
法
は
、全
国
共
通
の
予

約
専
用
受
付
電
話「
０
５
７
０

（
０
５
）４
８
９
０
」ま
た
は
、お
近

く
の
年
金
事
務
所
に
、電
話
・
来
訪

時
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
古
川
年
金
事
務
所
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）
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を
押
し
た
り
、ひ
も
を
引
っ
張
る

タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
ま
す

　

早
め
に
電
池
交
換
し
ま
し
ょ

う
。電
池
が
切
れ
る
と
、音
や
ラ
ン

プ
な
ど
で
知
ら
せ
る
製
品
も
あ
り

ま
す
。ほ
と
ん
ど
の
製
品
は
、電
池

の
寿
命
が
10
年
で
す

消
防
本
部
予
防
課（
予
防
建
築
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
９
０
０

ま
た
は
最
寄
り
の
消
防
署
・
出
張

所

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎
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